
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 15 号

平成 16 年

2 月24日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
整
備
課
）

一

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
寿
社
会
対
策
課
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

二

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
都
市
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
二
件
）
（

〃
　
　
）

四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

五

警
察
本
部
告
示

○
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
改
正

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
平
成
十
五
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正

六

●
香
川
県
告
示
第
百
五
号

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
引
田
字
川
向
三
〇
一
一
の
六
・
三
〇
一
九
の
四
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

三
　
解
除
の
理
由
　
国
立
公
園
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
及
び
東
か
が
わ
市
事

業
部
経
済
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
百
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
、
代
表

介
護
保
険
　
　
事
業
所
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ー
ビ
ス

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
　
指
定
年
月
日

事
業
所
番
号
　
　
及

び

所

在

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
種
類

事
務
所
の
所
在
地

三
七
七
〇
四
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
仙
遊
荘
　
社
会
福
祉
法
人
善
通
寺
福
　
平
成
十
六
年
　
痴
呆
対
応

〇
〇
四
〇
〇
　
善
通
寺
市
仙
遊
町
二
丁
目
　
祉
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
十
五
日
　
型
共
同
生

三
番
四
三
号
　
　
　
　
　
　
理
事
長
　
加
納
恒
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
活
介
護

善
通
寺
市
仙
遊
町
二
丁
目

三
番
四
三
号

三
七
七
〇
四
　
仙
遊
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
　
社
会
福
祉
法
人
善
通
寺
福
　
〃
　
　
　
　
　
通
所
介
護

〇
〇
四
一
八
　
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
祉
会

善
通
寺
市
仙
遊
町
二
丁
目
　
理
事
長
　
加
納
恒
徳

三
番
四
三
号
　
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
仙
遊
町
二
丁
目

三
番
四
三
号

三
七
七
〇
一
　
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
よ
　
有
限
会
社
弦
打
　
　
　
　
　
平
成
十
六
年
　
居
宅
介
護

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

二

〇
二
七
九
〇
　
り
あ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
取
締
役
　
加
藤
永
子
　
　
　
二
月
十
六
日
　
支
援

高
松
市
郷
東
町
二
一
番
地
　
高
松
市
郷
東
町
二
一
番
地

一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

●
香
川
県
告
示
第
百
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
一
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
六
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
一
月
三
十
一
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二
　
日

元
二
〇
〇
四
番
地
二

●
香
川
県
告
示
第
百
八
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
一
月
三
十
一
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二
　
日

元
二
〇
〇
四
番
地
二
　

●
香
川
県
告
示
第
百
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　
　
事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　
　
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
株
式
会
社
大
讃
総
業
　
平
成
十
六
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
八
九
一
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
一
月
三
十
一

一
二
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
元
二
〇
〇
四
番
地
二
　
日

元
二
〇
〇
四
番
地
二

●
香
川
県
告
示
第
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
香
川
中
央
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

三
・
三
・
三
〇
八
　
府
中
川
津
線

縦
覧
に
供
す
る
図
面
表
示
の
と
お
り

二
　
縦
覧
場
所

香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課

●
香
川
県
公
告
第
百
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
四
月
十
三
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

三

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
ト
ー
タ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
香
川

鷺
岡
　
隆

高
松
市
新
田
町
甲
一
八
一
六

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
香
川
県
民
に
対
し
て
、
犬
、
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
用
動
物
の
虐
待
や
遺
棄
行
為
の
防
止
、

保
護
活
動
及
び
販
売
行
為
目
的
の
動
物
の
近
親
繁
殖
と
血
統
書
偽
造
防
止
活
動
、
盲
導
犬
、
レ
ス
キ
ュ

ー
及
び
介
助
、
セ
ラ
ピ
ー
等
々
の
動
物
育
成
、
リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
保
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
動
物

の
生
命
と
ペ
ッ
ト
愛
好
者
の
保
護
を
図
る
事
に
よ
っ
て
、
ペ
ッ
ト
用
動
物
等
々
と
の
円
滑
な
共
生
社
会

環
境
基
盤
整
備
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
四
月
十
三
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
石
の
里
広
島

横
瀬
　
實

丸
亀
市
広
島
町
青
木
五
四
九
番
地

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
地
域
社
会
を
豊
か
で
住
み
よ
く
す
る
た
め
の
民
間
非
営
利
の
福
祉
活
動
を
行
い
、
福
祉
の

増
進
と
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
栗
熊
店

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
字
下
河
西
四
五
ほ
か

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ

高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
十
月
十
一
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
六
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

九
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
九
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

四

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
百
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
一
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ジ
グ
ラ
ン
十
川
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
北
エ
リ
ア

高
松
市
十
川
東
町
字
佐
古
四
三
番
一
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

一
〇
六
・
六
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
三
・
八
一
三
立
方
メ
ー
ト
ル

７
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
前
零
時
二
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
二
月
十
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

綾
歌
町
経
済
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
六
月
二
十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
綾
歌
町
経
済
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

五

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
百
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
二
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ジ
グ
ラ
ン
十
川
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
南
エ
リ
ア

高
松
市
十
川
東
町
字
佐
古
五
四
番
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市

柞
田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
二
月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市

一
ノ
谷
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
二
月
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
一
号

平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
二
十
三
号
（
香
川
県
警
察
の
公
印
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
岩
　
　
瀬
　
　
充
　
　
明

一
の
ム
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ム
　
香
川
県
高
松
北
警
察
署
印

一
の
ヰ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヰ
　
香
川
県
坂
出
警
察
署
印

一
の
オ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

オ
　
香
川
県
丸
亀
警
察
署
印

警
察
本
部
告
示



に
改
め
る
。

」

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

（
第
九
一
〇
九
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

六

一
の
マ
及
び
ケ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

マ
　
香
川
県
琴
平
警
察
署
印

ケ
　
香
川
県
高
瀬
警
察
署
印

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
大
川
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
（
政

治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り

訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
大
川
支
部
の
う
ち
２
中

「

」

を

「

」

に
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
大
川
支
部
の
う
ち
３
中

「

」

を

「

」

に
改
め
、

同
部
自
由
民
主
党
大
川
支
部
の
う
ち
５
中

「

」

を

「 ２
　
支
出
の
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

240,513円

２
　
支
出
の
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

311,513円

３
　
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

435,745円

３
　
翌
年
へ
の
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

364,745円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

240,513円

そ
の
他
の
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

71,000円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

311,513円

選
挙
管
理
委
員
会
告
示


